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1 対象事業実施区域及びその周辺の海域では、 本事業を含む3事業が計画されてい

る。 現時点では、 これら3事業の対象事業実施区域が重複しており、 風力発電設備

が過密に設置されることが想定されるため、 これらの事業の実施に伴い、 周辺環境

に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、 事業者間で十分な協議及び調整を行

った上で、 対象事業実施区域及び風力発電設備の配置・規模を再検討し、 その結果

を環境影響評価準備書に記載すること。

2 累積的な環境影響が考えられる環境影態評価項目として、 騒音及び超低周波音、

風車の影、 動物（渡り鳥）、 景観を検討の対象としているが、 これらの項目に係る影

繹のほか、 流向・流速の変化に伴う海底• 海浜への影響や海域に生息• 生育する動

植物への影響が考えられることから、 流向・流速及び海域に生息• 生育する動植物

を累積的な環境影響が考えられる環境影響評価項目に追加し、 適切な手法により予

測及び評価を行うこと。

3 水質（水の濁り） の調査地点について、 工事の実施に伴い発生する水の濁りが藻

場に到達するおそれがあるため、 藻場の分布状況を把握した上で、 より陸域に近い

地点を調査地点に追加すること。

4 風力発電設備の設置に伴う流向・流速の変化により、 海底や海辺に影響を及ぼす

おそれがあるため、 流向・流速を環境影響評価項目に選定し、 シミュレ ー ション等

により流向・流速の変化を予測し、 その結果から海底· 海浜への影響を評価するこ

と。

5 事業実施によるコウモリ類への影響について、 専門家から意見聴取した上で、 適

切な手法により調査、 予測及び評価を行うこと。






